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財団法人八尾市清協公社寄付行為 
 
昭和５０年８月８日 設立許可   大阪府指令環整第５１８号 

 
沿革 
 （１）昭和５６年７月４日付  変更認可  大阪府指令環整第１７２号 
 
 （２）昭和６１年５月 30日付  変更認可  大阪府指令環整第９４号 
 
 （３）昭和６３年５月 27日付  変更認可  大阪府指令環整第９８号 
 
 （４）平成１２年８月 31日付  変更認可  大阪府指令環整第２６８号 
 
 （５）平成１９年４月 19日付  変更認可  大阪府指令資循第１０８６号 
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財団法人八尾市清協公社寄付行為 
    
第１章 総  則 

 （名 称） 
第 １ 条 この法人は、財団法人八尾市清協公社という。 
 （事務所） 
第 ２ 条 この法人は、事務所を八尾市本町１丁目１番１号に置く。 
第２章 目的及び事業 

 （目 的） 
第 ３ 条 この法人は、清掃事業の公共性を確保し、能率的運営を推進するこ

とにより住民の生活環境を清潔に保ち公衆衛生の向上に寄与するこ

とを目的とする。 
 （事 業） 
第 ４ 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) し尿収集運搬の受託 
   (2) 手数料の集金事務の受託 

(3) その他この法人の目的達成に必要な事項 
 （事業の運営） 
第 ５ 条 この法人の運営に関して必要な事項は、この寄付行為に定めるもの

のほか、諸規程の定めるところによる。 
   第３章 資産及び会計 
 （資産の構成） 
第 ６ 条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産 
(2) 寄付金品 
(3) 資産から生ずる収入 
(4) 事業に伴う収入 
(5) その他の収入 
（資産の種別） 
第 ７ 条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。 
２ 基本財産は、次に掲げる財産とする。 

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 
(2) 基本財産として指定寄付された財産 
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 
３ 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 
 



 - 3 -

 （資産の管理） 
第 ８ 条 この法人の資産は、理事会が議決した方法により、理事長が管理す

る。 
２ 基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託し、又

は国際、地方債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。 
 （基本財産の処分等の制限） 
第 ９ 条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、        

この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事総数の 4
分の３以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得てその一部に限

り処分し、又は担保に供することができる。 
 （経費の支弁） 
第１０条 この法人の経費は、基本財産から生ずる収入、運用財産及び事業収

入をもって支弁する。 
 （事業計画及び収支予算） 
第１１条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度

の開始前に理事会の議決を経て定める。 
２ 事業計画及び収支予算を変更する場合も、前項と同様とする。 
 （事業報告及び収支決算） 
第１２条 この法人の事業報告及び財務諸表は、毎会計年度の終了後２ヶ月以

内に監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。 
 （剰余金の処分） 
第１３条 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、

その一部又は全部を基本財産に繰り入れ又は翌年度に繰り越すものと

する。 
 （会計年度） 
第１４条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に

終わる。 
   第４章 役員及び職員 
 （役 員） 
第１５条 この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事１３人以内 
(2) 監事 ２人 
２ 理事には理事長１人及び常務理事１人を含むものとする。 
 （役員の任命等） 
第１６条 理事長は、八尾市副市長の職にある者をもって充てる。 
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２ 理事は、八尾市の職員又は有識経験者のうちから理事会の議決を経て理事

長が委嘱する。 
３ 常務理事は、理事会の意見を聞いて理事長が任命する。なお、常務理事は、

常勤とする。 
４ 監事は、八尾市会計管理者及び総務部長の職にある者をもって充てる。 
５ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 
 （任 期） 
第１７条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は他の役員の残任期

間とする。 
３ 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、引き続いてそ

の職務を行うものとする。 
 （役員の報酬） 
第１８条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の

議決により、報酬又は手当を支給することができる。 
 （役員の職務権限） 
第１９条 理事長及び常務理事は、この法人を代表し、理事長は、その業務を

統括する。 
２ 常務理事は、理事長を補佐し、理事長の命を受けて日常業務を処理し、理

事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。 
３ 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を決定する。 
４ 監査は、民法（明治２９年法律第８９号。以下「法」という。）第５９条に

規定する職務を行う。 
 （役員の解任） 
第２０条 役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の承認を得

て当該役員を解任することができる。 
 （職 員） 
第２１条 この法人の事業を遂行するため必要な職員を置き、理事長がこれを

任免する。 
   第５章 理 事 会 
 （権 能） 
第２２条 理事会は、この寄付行為に規定するもののほか、次の事項を決定す

る。 
(1) 諸規定の制定改廃 
(2) 予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担 
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(3) その他この法人の運営に関する重要な事項 
（招 集） 
第２３条 理事会は、理事長が招集する。 
２ 理事の 4分の１以上又は監事から会議の目的たる事項を示して理事会の招        
集の請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければなら

ない。 
３ 理事会の招集は、理事に対し、会議の目的たる事項並びに日時及び場所を

示した文書で通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この

限りでない。 
 （議 長） 
第２４条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が出席で

きないときは、常務理事が代行する。 
 （定足数） 
第２５条 理事会は、理事総数の過半数以上が出席しなければ会議を開くこと

ができない。 
 （議 決） 
第２６条 理事会の議事は、別に定めのある場合を除き、出席理事の過半数で

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
 （書面表決） 
第２７条 緊急の場合又はやむを得ない理由のため、理事会に出席できない理

事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は

他の理事を代理人として表決を委任することができる。 
２ 前項の表決の委任については、１人で２人以上の委任を受けることができ

ない。 
 （監事の出席） 
第２８条 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 
 （議事録） 
第２９条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ばならない。 
(1) 理事会の日時及び場所 
(2) 理事の現在数 
(3) 理事会に出席した理事の氏名（書面表決者及び表決委任者を含む。） 
(4) 議決事項 
(5) 議事の経過、要領及び発言者の発言要旨 
(6) 議事録署名人の選任に関する事項 
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２ 議事録には、議長及び出席理事のうちからその理事会において、選出され 
 た議事録署名人２人以上が署名しなければならない。 
    第６章 寄付行為の変更及び解散 
 （寄付行為の変更） 
第３０条 この寄付行為は、理事会で理事総数の４分の３以上の同意を得、か

つ、大阪府知事の認可を得なければ変更することができない。 
 （解 散） 
第３１条 この法人は、法第６８条第１項第２号から第４号までの規定による

ほか、理事会において理事総数の４分の３以上の同意を得、かつ、大

阪府知事の許可があったときに解散する。 
 （残余財産の処分） 
第３２条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会の議決を得て八尾市に寄

付するものとする。 
    第７章 雑  則 
 （委 任） 
第３３条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て理

事長が定める。 
 
     付  則 
 １ この寄付行為は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。 
  ２ この法人の設立当初の役員は、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は

第１７条第１項本文の規定にかかわらず、昭和５１年３月３１日までとす

る。 
  ３ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第１１条の規定にかか

わらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。 
  ４ この法人の設立当初の会計年度は、第１４条の規定にかかわらず、設立

許可のあった日から昭和５１年３月３１日までとする。 
      付  則  （変更認可・昭和５６年７月４日） 
    この寄付行為は、大阪府知事の認可の日から施行する。 
      付  則  （変更認可・昭和６１年５月３０日） 
    この寄付行為は、大阪府知事の認可の日から施行する。 
      付  則  （変更認可・昭和６３年５月２７日） 
    この寄付行為の一部変更は、大阪府知事の認可の日から施行する。 
      付  則  （変更認可・平成１２年８月３１日） 
    この寄付行為の一部変更は、大阪府知事の認可の日から施行する。 
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      付  則  （変更認可・平成１９年４月１９日） 
 １ この寄付行為は、大阪府知事の許可の日から施行する。 
  ２ この寄付行為の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、

なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更前の

財団法人八尾市清協公社寄付行為第１６条第４項の規定は、なおその効力

を有する。 


